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【手続補正書】
【提出日】平成20年8月4日(2008.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の送信宛先に画像を送信する画像送信装置であって、
　送信すべき画像を入力する入力手段と、
　ユーザ認証により使用者を認証する認証手段と、
　前記認証手段による認証が成功した場合に、前記使用者に関連した送信宛先を取得する
使用者関連情報取得手段と、
　前記画像を送信すべき送信宛先を指定する送信宛先指定手段と、
　前記送信宛先指定手段による指定の内容に応じて、前記使用者関連情報取得手段で取得
した前記使用者に関連した送信宛先に前記画像を送信すべきかを判定する判定手段と、
　前記判定手段の判定結果に基づいて前記画像を送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像送信装置。
【請求項２】
　前記使用者に関連した送信宛先は、認証に成功した使用者自身の宛先であることを特徴
とする請求項１に記載の画像送信装置。
【請求項３】
　前記使用者に関連した送信宛先は、認証に成功した使用者が属するグループに設定され
た宛先であることを特徴とする請求項１に記載の画像送信装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記送信宛先指定手段によって送信宛先が指定されなかった場合に、
前記使用者に関連した送信宛先に送信することを決定し、
　前記送信手段は、前記画像を前記使用者に関連した送信宛先にのみ送信することを特徴
とする請求項１又は２に記載の画像送信装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記送信宛先指定手段によって使用者自身への送信が指定された場合
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のみ、前記使用者に関連した送信宛先に送信することを決定し、
　前記送信手段は、前記画像を前記使用者に関連した送信宛先に送信することを特徴とす
る請求項１又は２に記載の画像送信装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、前記使用者自身への送信が予め設定されている場合には、前記送信宛
先指定手段によって指定された送信宛先に加えて前記使用者に関連した送信宛先にも送信
することを決定し、
　前記送信手段は、前記画像を前記指定された送信宛先及び前記使用者に関連した送信宛
先に送信することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像送信装置。
【請求項７】
　前記送信手段は電子メール送信手段であり、前記使用者に関連した送信宛先は同報送信
宛先又は匿名同報送信宛先に設定されることを特徴とする請求項６に記載の画像送信装置
。
【請求項８】
　前記使用者関連情報取得手段は、前記認証手段による認証に成功した使用者の電子メー
ルアドレスを送信宛先とすることを指示するボタンを表示し、前記ボタンが選択されたと
きに前記使用者の電子メールアドレスを取得することを特徴とする請求項１乃至請求項７
のいずれか１項に記載の画像送信装置。
【請求項９】
　送信すべき画像を読み取る読取手段と、
　前記読取手段の動作開始を指示するスタートキーとを備え、
　前記送信手段は、前記スタートキーが押されたときに前記画像を送信することを特徴と
する請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の画像送信装置。
【請求項１０】
　前記送信宛先が指定されていないときに前記スタートキーの動作を抑制する抑制動作を
行うスタートキー抑制手段を備え、
　前記スタートキー抑制手段は、前記抑制動作が行われているときに前記認証手段による
認証に成功した使用者の宛先が選択されると、その抑制動作を解除することを特徴とする
請求項９に記載の画像送信装置。
【請求項１１】
　所定の送信宛先に画像を送信する画像送信装置であって、
　送信すべき画像を入力する入力手段と、
　ユーザ認証により管理者権限を認証する管理者認証手段と、
　前記管理者認証手段による認証が成功した場合に、当該認証に応じた送信宛先情報を送
信宛先として自動的に設定する送信宛先情報設定手段と、
　前記画像を送信すべき送信宛先を指定する送信宛先指定手段と、
　前記送信宛先指定手段によって指定された前記送信宛先及び前記送信宛先情報設定手段
で設定された送信宛先情報に応じた送信宛先に前記画像を送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする画像送信装置。
【請求項１２】
　ユーザ認証により使用者権限を認証する使用者認証手段を有し、
　前記送信手段は前記送信宛先情報設定手段で設定された送信宛先情報に応じて当該使用
者に関連した送信宛先を取得し、当該送信宛先に前記画像を送信することを特徴とする請
求項１１に記載の画像送信装置。
【請求項１３】
　前記使用者に関連した送信宛先は当該使用者が属するグループの中の少なくとも１の送
信宛先であることを特徴とする請求項１２に記載の画像送信装置。
【請求項１４】
　前記送信手段は電子メール送信手段であり、前記送信宛先情報設定手段で設定された送
信宛先は同報送信宛先又は匿名同報送信宛先に設定されることを特徴とする請求項１１乃
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至請求項１３のいずれか１項に記載の画像送信装置。
【請求項１５】
　所定の送信宛先に画像を送信する画像送信方法であって、
　送信すべき画像を入力する入力工程と、
　ユーザ認証により使用者を認証する認証工程と、
　前記認証工程による認証が成功した場合に、前記使用者に関連した送信宛先を取得する
使用者関連情報取得工程と、
　前記画像を送信すべき送信宛先を指定する送信宛先指定工程と、
　前記送信宛先指定工程における指定の内容に応じて、前記使用者関連情報取得工程で取
得した前記使用者に関連した送信宛先に前記画像を送信すべきかを判定する判定工程と、
　前記判定工程の判定結果に基づいて前記画像を送信する送信工程と、
　を備えることを特徴とする画像送信方法。
【請求項１６】
　前記使用者に関連した送信宛先は、認証に成功した使用者自身の宛先であることを特徴
とする請求項１５に記載の画像送信方法。
【請求項１７】
　前記使用者に関連した送信宛先は、認証に成功した使用者が属するグループに設定され
た宛先であることを特徴とする請求項１５に記載の画像送信方法。
【請求項１８】
　前記判定工程は、前記送信宛先指定工程で送信宛先が指定されなかった場合に、前記使
用者に関連した送信宛先に送信することを決定し、
　前記送信工程は、前記画像を前記使用者に関連した送信宛先にのみ送信することを特徴
とする請求項１５又は１６に記載の画像送信方法。
【請求項１９】
　前記判定工程は、前記送信宛先指定工程で使用者自身への送信が指定された場合のみ、
前記使用者に関連した送信宛先に送信することを決定し、
　前記送信工程は、前記画像を前記使用者に関連した送信宛先に送信することを特徴とす
る請求項１５又は１６に記載の画像送信方法。
【請求項２０】
　前記判定工程は、前記使用者自身への送信が予め設定されている場合には、前記送信宛
先指定工程で指定された送信宛先に加えて前記使用者に関連した送信宛先にも送信するこ
とを決定し、
　前記送信工程は、前記画像を前記指定された送信宛先及び前記使用者に関連した送信宛
先に送信することを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれか１項に記載の画像送信方法
。
【請求項２１】
　前記送信工程は電子メール送信を用い、前記使用者に関連した送信宛先は同報送信宛先
又は匿名同報送信宛先に設定されることを特徴とする請求項２０に記載の画像送信方法。
【請求項２２】
　前記使用者関連情報取得工程は、前記認証工程による認証に成功した使用者の電子メー
ルアドレスを送信宛先とすることを指示するボタンを表示し、前記ボタンが選択されたと
きに前記使用者の電子メールアドレスを取得することを特徴とする請求項１５乃至請求項
２１のいずれか１項に記載の画像送信方法。
【請求項２３】
　送信すべき画像を読み取る読取工程と、
　前記読取工程の動作開始を指示するスタートキーを押す工程とを含み、
　前記送信工程は、前記スタートキーが押されたときに前記画像を送信することを特徴と
する請求項１５乃至請求項２２のいずれか１項に記載の画像送信方法。
【請求項２４】
　前記送信宛先が指定されていないときに前記スタートキーの動作を抑制する抑制動作を
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行うスタートキー抑制工程を含み、
　前記スタートキー抑制工程は、前記抑制動作が行われているときに前記認証工程による
認証に成功した使用者の宛先が選択されると、その抑制動作を解除することを特徴とする
請求項２３に記載の画像送信方法。
【請求項２５】
　所定の送信宛先に画像を送信する画像送信方法であって、
　送信すべき画像を入力する入力工程と、
　ユーザ認証により管理者権限を認証する管理者認証工程と、
　前記管理者認証工程での認証が成功した場合に、当該認証に応じた送信宛先情報を送信
宛先として自動的に設定する送信宛先情報設定工程と、
　前記画像を送信すべき送信宛先を指定する送信宛先指定工程と、
　前記送信宛先指定工程で指定された前記送信宛先及び前記送信宛先情報設定工程で設定
された送信宛先情報に応じた送信宛先に前記画像を送信する送信工程と、
　を備えることを特徴とする画像送信方法。
【請求項２６】
　ユーザ認証により使用者権限を認証する使用者認証工程を有し、
　前記送信工程では、前記送信宛先情報設定工程で設定された送信宛先情報に応じて当該
使用者に関連した送信宛先を取得し、当該送信宛先に前記画像を送信することを特徴とす
る請求項２５に記載の画像送信方法。
【請求項２７】
　前記使用者に関連した送信宛先は当該使用者が属するグループの中の少なくとも１の送
信宛先であることを特徴とする請求項２６に記載の画像送信方法。
【請求項２８】
　前記送信工程は電子メール送信を用い、前記送信宛先情報設定工程で設定された送信宛
先は同報送信宛先又は匿名同報送信宛先に設定されることを特徴とする請求項２５乃至請
求項２７のいずれか１項に記載の画像送信方法。
【請求項２９】
　請求項１５乃至２８のいずれか１項に記載の画像送信方法を実行することを特徴とする
コンピュータプログラム。
【請求項３０】
　請求項２９に記載のコンピュータプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明による画像送信装置は、所定の送信宛先に画像を送
信する画像送信装置であって、送信すべき画像を入力する入力手段と、ユーザ認証により
使用者を認証する認証手段と、前記認証手段による認証が成功した場合に、前記使用者に
関連した送信宛先を取得する使用者関連情報取得手段と、前記画像を送信すべき送信宛先
を指定する送信宛先指定手段と、前記送信宛先指定手段による指定の内容に応じて、前記
使用者関連情報取得手段で取得した前記使用者に関連した送信宛先に前記画像を送信すべ
きかを判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて前記画像を送信する送信
手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明による画像送信装置は、所定の送信宛先に画像を送信する画像送信装置で
あって、送信すべき画像を入力する入力手段と、ユーザ認証により管理者権限を認証する
管理者認証手段と、前記管理者認証手段による認証が成功した場合に、当該認証に応じた
送信宛先情報を送信宛先として自動的に設定する送信宛先情報設定手段と、前記画像を送
信すべき送信宛先を指定する送信宛先指定手段と、前記送信宛先指定手段によって指定さ
れた前記送信宛先及び前記送信宛先情報設定手段で設定された送信宛先情報に応じた送信
宛先に前記画像を送信する送信手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明による画像送信方法は、所定の送信宛先に画像を送
信する画像送信方法であって、送信すべき画像を入力する入力工程と、ユーザ認証により
使用者を認証する認証工程と、前記認証工程による認証が成功した場合に、前記使用者に
関連した送信宛先を取得する使用者関連情報取得工程と、前記画像を送信すべき送信宛先
を指定する送信宛先指定工程と、前記送信宛先指定工程における指定の内容に応じて、前
記使用者関連情報取得工程で取得した前記使用者に関連した送信宛先に前記画像を送信す
べきかを判定する判定工程と、前記判定工程の判定結果に基づいて前記画像を送信する送
信工程と、を備えることを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、本発明による画像送信方法は、所定の送信宛先に画像を送信する画像送信方法で
あって、送信すべき画像を入力する入力工程と、ユーザ認証により管理者権限を認証する
管理者認証工程と、前記管理者認証工程での認証が成功した場合に、当該認証に応じた送
信宛先情報を送信宛先として自動的に設定する送信宛先情報設定工程と、前記画像を送信
すべき送信宛先を指定する送信宛先指定工程と、前記送信宛先指定工程で指定された前記
送信宛先及び前記送信宛先情報設定工程で設定された送信宛先情報に応じた送信宛先に前
記画像を送信する送信工程と、を備えることを特徴とする。
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